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令和５年度　行政評価表
担当課 健康増進課

今年度の
施策達成度

章名 第２章_いきいき_元気_健康長寿のまち A
施策が既に完了した。見直しや改善を行い最善に近い。（進捗率71～100％）

施策の見直し、改善等の検討余地がある。（進捗率31～70％）

施策を検討したが効果が上がらない。遅れている。未実施。（進捗率0～30％）節名 第２節_地域医療体制の充実

施策名 １-地域医療の連携

ま
ち
づ
く
り
目
標
値

目指す姿

　安心できる地域医療体制が確立され、町民の生命や健康が守られて
います。

目標（令和6年度）

365日

施
策
の
内
容

行政評価表（事業評価一覧）
合計

0 00

成
果
指
標
の
推
移

令和2年度実績 令和3年度実績

(4)

決算合計 国・県補助 地方債 その他特定財源

8,992 8,690

293日

平日293日

当初予算額
決算額　　（単位；千円）

8,690

一般財源

・医療機関と連携し、休祝日や年末年始の急患に対応するため、輪番制で休日診療を行う際の
財政支援を行い、地域医療提供体制の充実を図ることで、町民が安心して医療機関を受診する
ことができた。

施策を取り巻く
環境の変化に
ついて

・加速する少子高齢化や核家族世帯の増加に伴い、地域医療に対するニーズが多様化して
いる。

施策達成度
の理由
（施策に対する
今年度の実績
及び効果）

施策を達成する
うえでの障害に
ついて

・上記内容を踏まえ、住み慣れた地域で安心して医療機関を受診できる環境づくりが求めら
れている。

・休日診療費負担事業、准看護学校運営費補助事業を実施することで、地域医療提供体制
の支援、充実を図ることができた。

住民ニーズの変
化について

展開した事業は
適切であったか

・多様化するニーズ（夜間診療・休祝日診療・住み慣れた地域での受診等）に対応するため、
医療機関とのさらなる連携と調整が必要である。

施
策
実
現
の
た
め
の
課
題

令和5年度実績

● 町民の安心できる子育て環境の実現に向け、小児初期救急の365 日体制の実現を図り
ます。
● 医師不足及び救急や休日当番の報酬の不足が課題となっていることから、医師の確
保、財政的支援の見直しなどを検討します。
● 医療機関と介護事業所等との多職種の連携にあたっては、専門職間での情報共有が重
要であることから、さらなる連携を推進します。
● 今後増加が見込まれる高齢者及び要介護者が、住み慣れた地域で安心して住み続ける
ことができるよう、引き続き、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体
制（地域包括ケアシステム）の構築を推進します。

平日293日

指標名

小児救急医療体制の充実（小児初期救急医療日数）

小児救急医療体制の充実（小児二次救急医療日数）

今後に向けた
課題・方向性

(3)

令和4年度実績

293日293日(1) 293日

(2) 平日293日 平日293日 平日293日

・現事業に対する理解をさらに深めるため、連携する4市1町での情報発信や、地域医師
会及び協力医療機関との意見交換を図り、地域医療提供体制の整備充実に努めてい
る。

・輪番制として実施している事業であり、参加する4市1町（上尾・桶川・北本・鴻巣・伊奈）
との連携と町民のニーズに対応するため、医師会とのさらなる調整及び協議を図ってい
く。

第6次行政改革大綱
に基づく取組の進捗
状況

次年度以降におけ
る施策の具体的な
方向性

令和6年度実績
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令和５年度　行政評価表
担当課 健康増進課

今年度の
施策達成度

章名 第２章_いきいき_元気_健康長寿のまち A
施策が既に完了した。見直しや改善を行い最善に近い。（進捗率71～100％）

施策の見直し、改善等の検討余地がある。（進捗率31～70％）

施策を検討したが効果が上がらない。遅れている。未実施。（進捗率0～30％）節名 第２節_地域医療体制の充実

施策名 ２-救急医療体制の充実

ま
ち
づ
く
り
目
標
値

目指す姿

　安心できる地域医療体制が確立され、町民の生命や健康が守られて
います。

目標（令和6年度）

365日

施
策
の
内
容

行政評価表（事業評価一覧）
合計

0 26,05314,229

成
果
指
標
の
推
移

令和2年度実績 令和3年度実績

(4)

決算合計 国・県補助 地方債 その他特定財源

59,180 51,380

293日

平日293日

当初予算額
決算額　　（単位；千円）

11,098

一般財源

・二次救急医療提供体制及び小児救急医療提供体制を整えるため、医療機関との連携を図り、
診療に対する財政支援を行い、救急医療提供体制を維持することができた。
・令和５年４月から休止していた小児二次救急医療における日曜日夜間の診療が、令和６年２月
から再開され、救急医療提供体制が整備された。

施策を取り巻く
環境の変化に
ついて

・加速する少子高齢化や核家族世帯の増加に伴い、救急医療に対するニーズが多様化して
いる。

施策達成度
の理由
（施策に対する
今年度の実績
及び効果）

施策を達成する
うえでの障害に
ついて

・上記内容を踏まえ、住み慣れた地域で安心して医療機関を受診できる環境づくりが求めら
れている。

・埼玉県中央地区第二次救急医療負担事業、埼玉県中央地区小児二次救急医療運営負担
事業、桶川北本伊奈地区小児初期救急医療運営負担事業により、地域の救急医療提供体
制が維持された。

住民ニーズの変
化について

展開した事業は
適切であったか

・多様化するニーズ（夜間診療・休祝日診療・住み慣れた地域での受診等）に対応するため、
医療機関とのさらなる連携と調整が必要である。

施
策
実
現
の
た
め
の
課
題

令和5年度実績

● 町民の安心できる子育て環境の実現に向け、小児初期救急の365 日体制の実現を図り
ます。
● 医師不足及び救急や休日当番の報酬の不足が課題となっていることから、医師の確
保、財政的支援の見直しなどを検討します。
● 医療機関と介護事業所等との多職種の連携にあたっては、専門職間での情報共有が重
要であることから、さらなる連携を推進します。
● 今後増加が見込まれる高齢者及び要介護者が、住み慣れた地域で安心して住み続ける
ことができるよう、引き続き、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体
制（地域包括ケアシステム）の構築を推進します。

平日293日

指標名

小児救急医療体制の充実（小児初期救急医療日数）

小児救急医療体制の充実（小児二次救急医療日数）

今後に向けた
課題・方向性

(3)

令和4年度実績

293日293日(1) 293日

(2) 平日293日 平日293日 平日293日

・救急医療提供体制の整備のため、連携する4市1町（上尾・桶川・北本・鴻巣・伊奈）で
情報共有し、県や地域医師会及び協力医療機関との意見交換を行っている。

・医師会、医療機関及び関係自治体との調整・協議により、小児二次救急医療の負担軽
減のため、小児初期救急医療の拡充を目指す。

第6次行政改革大綱
に基づく取組の進捗
状況

次年度以降におけ
る施策の具体的な
方向性

令和6年度実績






